
第　4号議案

能登就労支援事業所 やなぎだハウスの事業計画

【事業所形態】　就労継続支援Ｂ型事業所

【事業所名】 能登就労就労支援事業所 やなぎだハウス

【目的】 聴覚障害者が集い、働く喜び、仲間との交流の喜びを通じて、生活に豊かさをもたらすように
支援していくこと。

【施設運営の基本方針】 1 地域に根ざした事業所を運営していくようにする。
2 利用者の年齢や願い・要望に合わせた仕事を実現するようにする。
3 手話、筆記、その他のコミュニケーション環境を保障し、利用者にとって

語らい、情報を共有でき、学びの場となるようにする。
4 利用者がいつまでも元気にするために、健康学習、レクリエーション等

を図るようにする。

【事業所所在地】 〒９２８－０３３１ 石川県鳳珠郡能登町柳田梅１０４番地
(旧奥能登広域圏事務組合能登消防署柳田分署）

ＴＥＬ： ０７６８－７６－０００１ ＦＡＸ： ０７６８－７６－０００２
Ｅ-mail （準備中）

【建物概略】 敷地面積　６５４．１９㎡ 鉄筋コンクリート造
建築面積　２２８．７１㎡ ２階建
延面積　 　３５７．６９㎡

【事業内容】 就労支援継続B型事業所

【経営主体】 社会福祉法人石川県聴覚障害者協会
金沢市本多町３丁目１番１０号

【開所日】 ２０１７（平成２９）年８月１日

【利用者の障害種別、年齢、住所、在籍数等】
・ 聴覚障害者
・ 年齢１８歳以上　当面上限を設けない
・ 主に輪島市、珠洲市、能登町、穴水町在住者
・ 定数１９名

【職員体制】 ・管理者　　　１
・サービス管理者　　１
・職業指導員　　　１
・生活支援員　　　１
・事務職員　　　　１

＊兼務を含めて当面常勤換算　４名
＊送迎用車両の運転は職員で

【活動内容】 〇生産活動
・縫製、手芸
・木工、箒づくり
・農作業
・その他（地域の特色を生かした製造等）

〇学習・文化活動
・情報学習
・レクリエーション活動等

〇自治活動
・利用者自治会
・班長会議等
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【開所日・開所時間・休所日】

・開所日は、月・火・水・木・金曜日とする
土・日・祝に特別活動を組むこともある。

・利用者の活動時間は、午前１０時から午後３時までとする。
但し、職員会議のある日は、その日の午前のみ。

・事業所営業時間は午前９時３０分から午後４時３０分までとする。
・休所日は、土・日曜日及び国民の休日及び年末年始（１２月２９日～１月３日の６日間）、

夏休み（８月１３日～１５日の３日間）とする。

【日課・週程・月間予定・年間行事】

＊通常計画です。利用者と相談上、変更あり。
月間予定、年間予定については、利用者と相談上決定する。

【初年度予算案】 別途定める。
〇施設・設備・備品整備について（準備中）

・パソコン　４台（１台本部流用）
・送迎用車両　２台（１台　訪問相談兼）　（新規購入　寄付・募金による）
・椅子　２０脚（寄贈）
・食事用テーブル　１台（寄贈）
・作業机　４脚（旧柳田分署の譲与）
・事務用机　５脚（旧柳田分署の譲与）
・置き型ミシン　３台
・アイロン　３台
・電話　３台（新規購入）、タブレット　１台（新規購入）
・複合コピー機（FAX兼）（新規購入）
・ロッカー（利用者、職員用）（衣類用　書類用）（旧柳田分署の譲与）
・什器類

＊事業所設立後、寄贈などを呼び掛ける予定。
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